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国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月12日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�

� 11月15日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付�11月30日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 11月30日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 11月30日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 11月30日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合）� 11月30日
地方税／�個人事業税第2期分の納付�

� 都道府県の条例で定める日

11 2018（平成30年）

集中電話催告センター室（納税コールセンター）　新規国税滞納事案等を所轄税務署
に代わり電話や文書により納税催告を行う国税局（所）内の部署。滞納者情報データを
「集中電話催告システム」で処理し、自動的に機械が滞納者に電話を掛け、応答した時点
で担当職員が納付催告を行います。催告を受けた７割超の滞納者が完納しています。

ワン
ポイント

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月 （霜月）NOVEMBER
	 3日・文化の日　23日・勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

※税を考える週間　11月11日〜11月17日
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11月号─2

　

相
続
税
の
各
種
特
例
の
中
で
も
適

用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
適
用
に
よ

る
相
続
税
額
へ
の
影
響
が
大
き
い
も

の
に
「
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
（
相

続
し
た
事
業
の
用
や
居
住
の
用
の
宅

地
等
の
価
額
の
特
例
）」が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
に
つ

い
て
、
平
成
三
十
年
度
税
制
改
正
に

お
い
て
適
用
要
件
の
厳
格
化
が
図
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
整
理
し
て
み
ま

す
。

１　

制
度
の
概
要

　

小
規
模
宅
地
等
の
特
例
は
、
個
人

が
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の

う
ち
、
そ
の
相
続
の
開
始
直
前
に
お

い
て
被
相
続
人
等
の
居
住
用
ま
た
は

事
業
用
に
使
用
し
て
い
た
宅
地
の
う

ち
、
一
定
の
選
択
を
し
た
も
の
で
限

度
面
積
ま
で
の
部
分
（
小
規
模
宅
地

等
）
に
つ
い
て
は
、
評
価
額
を
八
〇

％
又
は
五
〇
％
減
額
で
き
る
制
度
で

す
。

　

な
お
、
相
続
開
始
前
三
年
以
内
に

贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
宅
地
等
や
相

続
時
精
算
課
税
に
係
る
贈
与
に
よ
り

取
得
し
た
宅
地
等
に
つ
い
て
は
、
こ

の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

２　

限
度
面
積
と
減
額
割
合

　

小
規
模
宅
地
等
の
特
例
で
は
、
宅

地
等
の
種
類
ご
と
に
限
度
面
積
と
減

額
割
合
が
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
（
表
１
参
照
）。

①　

特
定
居
住
用
宅
地
等
‥
‥
被
相

続
人
等
の
居
住
用
に
使
わ
れ
て
い

た
宅
地
等（
マ
イ
ホ
ー
ム
の
敷
地
）

②　

特
定
事
業
用
宅
地
等
‥
‥
被
相

続
人
等
の
事
業
用
に
使
用
さ
れ
て

い
た
宅
地
等
（
不
動
産
貸
付
事
業

以
外
の
事
業
用
建
物
の
敷
地
）

③　

特
定
同
族
会
社
事
業
用
宅
地
等

‥
‥
貸
付
以
外
の
一
定
の
法
人
の

事
業
用
に
使
用
さ
れ
て
い
た
宅
地

等
（
不
動
産
貸
付
事
業
以
外
の
同

族
会
社
へ
の
賃
貸
敷
地
）

④　

貸
付
事
業
用
宅
地
等
‥
‥
被
相

続
人
等
の
不
動
産
貸
付
事
業
用
に

使
用
さ
れ
て
い
た
宅
地
等
（
賃
貸

ア
パ
ー
ト
な
ど
の
敷
地
）

　

こ
の
う
ち
、
平
成
三
十
年
度
税
制

改
正
で
は
、
①
の
特
定
居
住
用
宅
地

等
と
④
の
貸
付
事
業
用
宅
地
等
の
適

用
要
件
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
内
容
を
見
て
い
き
ま
す
。

３　

特
定
居
住
用
宅
地
等
の
見
直
し

⑴
　
改
正
の
背
景

　

被
相
続
人
等
の
居
住
の
用
に
供
さ

れ
て
い
た
宅
地
等
で
あ
る
「
特
定
居

住
用
宅
地
等
」
で
は
、
被
相
続
人
等

の
配
偶
者
や
被
相
続
人
等
と
同
居
し

て
い
た
親
族
の
ほ
か
、
別
居
相
続
人

と
そ
の
配
偶
者
で
あ
っ
て
も
被
相
続

人
等
に
配
偶
者
と
同
居
親
族
が
お
ら

ず
、
相
続
開
始
前
三
年
以
内
に
マ
イ

ホ
ー
ム
を
所
有
し
て
い
な
い
な
ど
一

定
の
要
件
の
下
、
特
例
の
適
用
が
認

め
ら
れ
る
「
家
な
き
子
特
例
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
近
年
、
家
な
き
子
特
例
を

利
用
す
る
た
め
、
別
居
相
続
人
が
親

族
等
に
持
ち
家
を
売
却
し
て
賃
貸
住

宅
に
居
住
す
る
こ
と
で
意
図
的
に
持

ち
家
に
居
住
し
て
い
な
い
状
態
を
作

り
出
す
な
ど
、
本
来
の
制
度
の
趣
旨

と
異
な
る
事
例
が
出
て
き
た
た
め
、

適
用
要
件
が
厳
格
化
さ
れ
ま
し
た
。

⑵
　
改
正
内
容

　

改
正
で
は
、
①
相
続
開
始
前
三
年

表１　小規模宅地等の特例の種類
相続開始の直前における
宅地等の利用区分 要　件 限度面積 減額される

割合
被相続人等の居住の用に
供されていた宅地等 ① 特定居住用宅地等に該当する宅地等 330㎡ 80％

被相続人等
の事業の用
に供されて
いた宅地等

貸付事業以外の
事業用の宅地等 ② 特定事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80％

貸付事業用の
宅地等

③
特定同族会社事業用宅地等に該当す
る宅地等（一定の法人の事業の用に
供されていたものに限ります）

400㎡ 80％

④ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50％

小
規
模
宅
地
等
の

特
例
の
要
件
が

厳
格
化

さ
れ
ま
し
た

小
規
模
宅
地
等
の

特
例
の
要
件
が

厳
格
化

さ
れ
ま
し
た



3─11月号

以
内
に
、
そ
の
者
の
三
親
等
内
の
親

族
又
は
そ
の
者
と
特
別
の
関
係
に
あ

る
法
人
が
所
有
す
る
国
内
に
あ
る
家

屋
に
居
住
し
た
こ
と
が
あ
る
者
、
②

被
相
続
人
の
死
亡
当
時
に
お
い
て
、

居
住
用
に
供
し
て
い
た
家
屋
を
過
去

に
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に

該
当
す
る
場
合
は
、
家
な
き
子
特
例

が
適
用
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

改
正
の
結
果
、
家
な
き
子
特
例
の

要
件
は
表
２
の
よ
う
に
見
直
さ
れ
ま

し
た
。

⑶
　
適
用
時
期

　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
に
相

続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
す
る
財
産

に
係
る
相
続
税
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
改
正
で
は
経
過
措
置
が
設

け
ら
れ
て
お
り
、
平
成
三
十
年
三
月

三
十
一
日
に
改
正
前
の
家
な
き
子
特

例
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
人
に
つ

い
て
は
、平
成
三
十
二
年（
二
〇
二
〇

年
）
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
相
続
に

限
り
、
改
正
後
の
要
件
を
満
た
す
も

の
と
し
て
特
例
の
適
用
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

４　

貸
付
事
業
用
宅
地
等
の
見
直
し

⑴
　
改
正
の
背
景

　

被
相
続
人
等
が
貸
付
け
等
の
事
業

に
利
用
し
て
い
た
宅
地
等
「
貸
付
事

業
用
宅
地
等
」
に
関
し
て
は
、
そ
の

親
族
が
、
相
続
開
始
時
か
ら
申
告
期

限
ま
で
に
そ
の
宅
地
等
に
係
る
被
相

続
人
等
の
貸
付
事
業
を
引
き
継
ぎ
、

申
告
期
限
ま
で
引
き
続
き
そ
の
宅
地

等
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
貸
付
事
業

の
用
に
供
し
て
い
る
こ
と
が
特
例
の

要
件
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
特
例
を
適
用
す
る
た
め

に
一
時
的
に
現
金
を
不
動
産
に
換
え

て
相
続
税
を
軽
減
す
る
ケ
ー
ス
が
散

見
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
平
成
二

十
九
年
十
一
月
の
会
計
検
査
院
報
告

「
租
税
特
別
措
置
（
相
続
税
関
係
）
の

運
用
状
況
等
に
つ
い
て
の
報
告
書
」

に
お
い
て
、
相
続
に
よ
り
取
得
し
た

土
地
等
を
相
続
税
の
申
告
期
限
の
翌

日
以
後
三
年
以
内
に
譲
渡
し
て
い
た

人
に
つ
い
て
、
適
用
状
況
を
調
査
し

た
結
果
、
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
の

適
用
を
受
け
た
者
が
相
当
数
把
握
さ

れ
、
そ
の
う
ち
貸
付
事
業
用
宅
地
等

に
つ
い
て
は
、
短
期
間
に
譲
渡
し
て

い
る
者
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
事
業
継
続
等
へ
の

配
慮
の
た
め
と
す
る
本
来
の
制
度
目

的
に
沿
っ
て
い
な
い
事
案
が
見
受
け

ら
れ
る
と
の
指
摘
が
行
わ
れ
た
こ
と

か
ら
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

⑵
　
改
正
の
内
容

　

貸
付
事
業
用
宅
地
等
の
範
囲
か
ら
、

相
続
開
始
前
三
年
以
内
に
新
た
に
貸

付
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
宅
地
等
が

除
外
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
相
続
開
始
の
日
ま
で
三

年
を
超
え
て
引
き
続
き
事
業
的
規
模

で
貸
付
事
業
を
行
っ
て
い
た
被
相
続

人
等
の
そ
の
貸
付
事
業
の
用
に
供
さ

れ
た
も
の
は
除
外
さ
れ
ま
せ
ん
。

⑶
　
適
用
時
期

　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
に
相

続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
す
る
財
産

に
係
る
相
続
税
か
ら
適
用
さ
れ
、
三

十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
貸
付
事

業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
宅
地
等
に

つ
い
て
は
見
直
し
の
対
象
と
は
な
り

ま
せ
ん
。

特
例
の
適
用

あ
り
？

な
し
？

表２

改正後の家なき子特例の要件 備考

被相続人等に配偶者及び同居の相続人がいないこと 変更なし

被相続人等の自宅土地を承継し相続税の申告期限まで所有 〃

相続日から遡って３年以内に次の人が所有する家に住んだことがない 〃

Ａ　土地を承継した人またはその配偶者 〃

Ｂ　３親等内の親族 追加

Ｃ　特別の関係にある法人 追加

被相続人等の死亡当時に自分が住んでいる家を過去に所有したことがない 新設



11月号─4

　少額投資非課税制度（NISA）は、平成26
年１月１日から非課税口座の開設が可能と
なりました。非課税口座内での保有期間は
最長５年間のため、平成26年分非課税管
理勘定で保有している上場株式等について
は、平成30年で非課税期間が終了するこ
ととなります。
　非課税口座で上場株式等を保有したまま
非課税期間が終了した場合には、①同一の
非課税口座内の新たな非課税管理勘定に移
管するか、②特定口座や一般口座に移管す
ることができます。
　それぞれの場合の取扱いは次のようにな
ります。
①　同一の非課税口座内の新たな非課税管
理勘定に移管（ロールオーバー）する場
合

　　非課税口座が開設されている金融商品

取引業者等に「非課税口座内上場株式等
移管依頼書」を提出する必要があります。
　　この場合、平成31年の非課税枠を利
用した上で、引き続き譲渡益・配当等の
非課税が継続されることとなります。
②　特定口座や一般口座に移管する場合
　　非課税口座が開設されている金融商品
取引業者等に特定口座を開設している場
合には、移管依頼書の提出は不要で、そ
の特定口座に移管されます（一般口座へ
の移管の場合は移管依頼書の提出が必要
です）。この場合、同一年分の非課税管
理勘定に同一銘柄の上場株式等を有する
ときは、新たな非課税管理勘定に移管す
るものを除き、その全てをその特定口座
に移管するなどの要件を満たす必要があ
ります。
　　移管した際には、平成30年12月末の
時価が課税口座における取得価額とな
り、譲渡時には取得価額を基に課税され
ることとなります。

NISAで非課税期間が� �
終了した場合の取扱い

　法人税や所得税、消費税といった国税の
更正決定等は、国税通則法第70条で、そ
の更正または決定に係る国税の法定申告期
限（還付請求申告書に係る更正は当該申告
書を提出した日）から５年を経過した日以
後においては、することができない、と定
められています。
　ただし、偽りその他不正の行為によりそ
の全部若しくは一部の税額を免れたり、そ
の全部若しくは一部の税額の還付を受けて
いた場合などにはその取扱いが異なり、法
定申告期限から７年を経過する日まで行う
ことができることとされています。
　また、法人税に係る純損失等の金額で当
該課税期間において生じたものを増加さ
せ、若しくは減少させる更正または当該金
額があるものとする更正は、法定申告期限
から9年（平成30年4月１日以後開始事業
年度において生じるものについては10
年）を経過する日まで、することができま
す。

国税の更正、決定等の期間制限　
役
員
や
従
業
員
に
支
払
っ
た
出
張

旅
費
で
、
そ
の
旅
行
に
つ
い
て
通
常

必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
超
え
る

金
額
は
、
所
得
税
で
は
役
員
や
従
業

員
に
対
す
る
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
で
は
、
消
費
税
の
取
扱
い
は
ど
う

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
、
国

内
へ
の
出
張
旅
費
（
宿
泊
費
、
日
当

を
含
む
）
の
う
ち
、
そ
の
旅
行
に
つ

い
て
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲

の
も
の
は
課
税
仕
入
れ
に
該
当
す
る

も
の
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ

る
範
囲
を
超
え
る
部
分
は
、
所
得
税

法
上
は
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
、
給

与
を
対
価
と
し
た
役
務
を
受
け
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
消
費
税
の
課
税
仕
入
れ
に
該
当

し
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

 

消
費
税
　
給
与
課
税
さ
れ
る
出
張
旅
費
等
の
取
扱
い


